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○富山県営駐車場管理条例 

昭和51年９月28日 

富山県条例第36号 

〔富山県営駐車場駐車料金条例〕を公布する。 

富山県営駐車場管理条例 

（平23条例31・改称） 

（趣旨） 

第１条 この条例は、富山県公営企業の設置等に関する条例（昭和41年富山県条例第60号）

第１条第４号の規定に基づいて設置された富山県営富山中央駐車場（以下「駐車場」とい

う。）の管理に関し必要な事項を定めるものとする。 

（昭55条例23・平４条例19・平22条例32・平23条例31・平27条例58・一部改正） 

（指定管理者による管理） 

第２条 地方公営企業法（昭和27年法律第292号）第８条第２項の規定により管理者の権限

を行う知事（以下「管理者」という。）は、地方自治法（昭和22年法律第67号）第244

条の２第３項の規定により、法人その他の団体であつて管理者が指定するもの（以下「指

定管理者」という。）に駐車場の管理を行わせるものとする。 

（平23条例31・全改、令３条例３・一部改正） 

（指定管理者が行う業務） 

第３条 前条の規定により指定管理者に行わせる管理の業務は、次に掲げる業務とする。 

(1) 駐車場の施設及び設備の維持管理に関する業務 

(2) 第７条に規定する料金の徴収に関する業務 

(3) その他駐車場の管理に関して管理者が必要と認める業務 

（平23条例31・追加） 

（供用時間） 

第４条 駐車場の供用時間は、午前０時から午後12時までとする。 

（平23条例31・追加） 

（入場の拒否及び制限） 

第５条 指定管理者は、駐車場に入場しようとする者が次の各号のいずれかに該当すると認

めるときは、入場を拒否することができる。 

(1) 自動車に爆発物その他の危険物を積載しているとき。 

(2) 施設、設備等を汚損し、又は損傷するおそれがあるとき。 
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２ 指定管理者は、駐車場の管理上必要があると認めるときは、入場を制限することができ

る。 

（平23条例31・追加） 

（遵守事項等） 

第６条 駐車場に入場した者は、次に掲げる事項を守らなければならない。 

(1) 他の入場者に迷惑となる行為をしないこと。 

(2) 施設、設備等を汚損し、又は損傷しないこと。 

(3) その他管理者が特に指示した事項 

２ 管理者は、駐車場に入場した者が前項の規定に違反したときは、その者に退場を命ずる

ことができる。 

（平23条例31・追加） 

（料金） 

第７条 駐車場を利用する者は、別表に定める額（普通料金にあつては、基本料金の額と加

算料金の額の合計額）に1.10を乗じて得た額（その額に５円未満の端数があるときはこれ

を切り捨てた額とし、５円以上10円未満の端数があるときはこれを10円に切り上げた額

とする。）の駐車料金（以下「料金」という。）を納めなければならない。 

（平元条例42・全改、平９条例３・一部改正、平23条例31・旧第３条繰下・一部

改正、平26条例21・平31条例９・一部改正） 

（料金の徴収の時期及び方法） 

第８条 料金は、駐車場から自動車を出庫させるときに現金で徴収する。ただし、回数券又

は定期駐車券による料金については、これらを発行するときに現金で徴収する。 

（平23条例31・旧第４条繰下） 

（料金の還付） 

第９条 既に徴収した料金は、還付しない。ただし、管理者が特別の理由があると認める場

合は、管理規程で定めるところにより既に徴収した料金の全部又は一部を還付することが

できる。 

（平23条例31・旧第５条繰下） 

（料金の減免） 

第10条 管理者は、特別の理由があると認める場合は、管理規程で定めるところにより料

金を減免することができる。 

（平６条例20・全改、平23条例31・旧第６条繰下） 
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（管理規程への委任） 

第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、管理規程で定める。 

（平23条例31・旧第７条繰下） 

（罰則） 

第12条 詐欺その他不正の行為により料金の徴収を免れた者については、その徴収を免れ

た金額の５倍に相当する金額（当該５倍に相当する金額が５万円を超えないときは、５万

円とする。）以下の過料に処する。 

（平11条例49・一部改正、平23条例31・旧第８条繰下） 

附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、昭和51年11月１日から施行する。 

（平14条例21・旧附則・一部改正） 

（端数処理の特例） 

２ 当分の間、富山県営高岡駐車場の料金についての第３条第２項の規定の適用については、

同項中「５円未満の端数があるときはこれを切り捨てた額をもつて、５円以上10円未満

の端数があるときはこれを10円に切り上げた額」とあるのは、「10円未満の端数がある

ときは、これを切り捨てた額」とする。 

（平14条例21・追加） 

附 則（昭和55年条例第23号） 

この条例は、規則で定める日から施行する。 

（昭和55年規則第44号で昭和55年８月１日から施行） 

附 則（昭和58年条例第27号） 

この条例は、昭和58年４月１日から施行する。 

附 則（平成元年条例第42号） 

（施行期日） 

１ この条例は、平成元年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この条例の施行の際現に駐車場に駐車している自動車の当該駐車に係る普通料金の額

については、この条例による改正後の富山県営駐車場駐車料金条例の規定にかかわらず、

なお従前の例による。 

附 則（平成４年条例第19号） 
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（施行期日） 

１ この条例は、規則で定める日から施行する。 

（平成４年規則第40号で平成４年６月１日から施行） 

（経過措置） 

２ この条例の施行の際現に富山県営富山駐車場又は富山県営高岡駐車場に駐車している

自動車の当該駐車に係る普通料金の額については、この条例による改正後の別表の規定に

かかわらず、なお従前の例による。 

３ この条例の施行前に発行した回数券及び定期駐車券でこの条例の施行の際現に効力を

有するものは、なお引き続き使用することができる。 

附 則（平成６年条例第20号） 

（施行期日） 

１ この条例は、規則で定める日から施行する。 

（平成６年規則第32号で平成６年７月１日から施行） 

（経過措置） 

２ この条例の施行の際現に富山県営高岡駐車場に駐車している自動車の当該駐車に係る

普通料金の額については、この条例による改正後の別表の規定にかかわらず、なお従前の

例による。 

附 則（平成９年条例第３号）抄 

（施行期日） 

１ この条例は、平成９年４月１日から施行する。 

（富山県営駐車場駐車料金条例の一部改正に伴う経過措置） 

６ この条例の施行の際現に富山県営駐車場に駐車している自動車の当該駐車に係る富山

県営駐車場駐車料金条例第３条第１項の規定による普通料金の額については、第19条の

規定による改正後の同条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。 

７ 第19条の規定による改正前の富山県営駐車場駐車料金条例第４条ただし書の規定によ

り発行した回数券及び定期駐車券でこの条例の施行の際現に効力を有するものは、この条

例の施行の日以後においても、なお使用することができる。 

附 則（平成11年条例第49号）抄 

（施行期日） 

第１条 この条例は、平成12年４月１日から施行する。 

（罰則に関する経過措置） 
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第９条 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 

附 則（平成14年条例第21号） 

（施行期日） 

１ この条例は、平成14年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ 公営企業管理者は、この条例の施行の日（以下「施行日」という。）前においても、施

行日以後の富山県営高岡駐車場の定期駐車券による利用に係るこの条例による改正後の

別表の規定による定期駐車券の発行及び定期駐車券料金の徴収をすることができる。 

３ この条例の施行の際現に富山県営高岡駐車場に駐車している自動車の当該駐車に係る

普通料金の額については、この条例による改正後の別表の規定にかかわらず、なお従前の

例による。 

附 則（平成22年条例第32号）抄 

（施行期日） 

１ この条例は、平成23年４月１日から施行する。 

（富山県営駐車場駐車料金条例の一部改正に伴う経過措置） 

３ 平成23年３月31日までにこの条例による改正前の富山県公営企業の設置等に関する条

例第１条第４号の規定に基づいて設置された富山県営高岡駐車場に入庫した自動車で同

日までに出庫しなかったものの当該駐車に係る普通料金については、前項の規定による改

正後の富山県営駐車場駐車料金条例（以下「新駐車料金条例」という。）の規定にかかわ

らず、なお従前の例による。ただし、同日の当該駐車に係る普通料金の額は、前項の規定

による改正前の富山県営駐車場駐車料金条例（以下「旧駐車料金条例」という。）別表の

規定にかかわらず、当該駐車に係る時間を考慮して公営企業管理者が定める額とする。 

４ 旧駐車料金条例第４条ただし書の規定により発行した富山県営高岡駐車場の回数券は、

平成23年３月31日までに出庫する場合に限り、使用することができる。 

５ 旧駐車料金条例第４条ただし書の規定により発行した富山県営高岡駐車場の回数券で

この条例の施行の際現に効力を有するものに係る料金の還付については、新駐車料金条例

の規定にかかわらず、なお従前の例による。 

６ この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 

附 則（平成23年条例第31号） 

この条例中第１条の規定は公布の日から、第２条及び第３条の規定は平成24年４月１日

から施行する。 
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附 則（平成26年条例第21号）抄 

（施行期日） 

１ この条例は、平成26年４月１日から施行する。 

（富山県営駐車場管理条例の一部改正に伴う経過措置） 

４ この条例の施行の際現に富山県営駐車場に駐車している自動車の当該駐車に係る富山

県営駐車場管理条例第７条の規定による普通料金の額については、第18条の規定による

改正後の同条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。 

５ 第18条の規定による改正前の富山県営駐車場管理条例第８条ただし書の規定により発

行した回数券及び定期駐車券でこの条例の施行の際現に効力を有するものは、この条例の

施行の日以後においても、なお使用することができる。 

附 則（平成27年条例第58号）抄 

（施行期日） 

１ この条例は、平成27年10月１日から施行する。 

（富山県営駐車場管理条例の一部改正に伴う経過措置） 

３ 平成27年９月30日までにこの条例による改正前の富山県公営企業の設置等に関する条

例第１条第４号の規定に基づいて設置された富山県営富山駐車場（以下「旧富山駐車場」

という。）に入庫した自動車で同日までに出庫しなかったものの当該駐車に係る普通料金

については、前項の規定による改正後の富山県営駐車場管理条例（以下「新駐車場管理条

例」という。）の規定にかかわらず、なお従前の例による。 

４ 附則第２項の規定による改正前の富山県営駐車場管理条例（以下「旧駐車場管理条例」

という。）第８条ただし書の規定により発行した富山県営富山駐車場の回数券は、平成

27年９月30日までに旧富山駐車場に入庫した自動車で同日までに出庫しなかったものが

同日後に出庫する場合に限り、使用することができる。 

５ 旧駐車場管理条例第８条ただし書の規定により発行した富山県営富山駐車場の回数券

に係る料金の還付については、新駐車場管理条例の規定にかかわらず、なお従前の例によ

る。 

６ この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 

附 則（平成31年条例第９号）抄 

（施行期日） 

１ この条例は、平成31年10月１日から施行する。 

（富山県営駐車場管理条例の一部改正に伴う経過措置） 
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４ この条例の施行の際現に富山県営駐車場に駐車している自動車の当該駐車に係る富山

県営駐車場管理条例第７条の規定による普通料金の額については、第19条の規定による

改正後の同条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。 

５ 第19条の規定による改正前の富山県営駐車場管理条例第８条ただし書の規定により発

行した回数券及び定期駐車券でこの条例の施行の際現に効力を有するものは、この条例の

施行の日以後においても、なお使用することができる。 

附 則（令和３年条例第３号）抄 

（施行期日） 

１ この条例は、令和３年４月１日から施行する。 

（富山県水道用水供給条例等の一部改正に伴う経過措置） 

15 この条例の施行の際前項の規定による改正前の富山県水道用水供給条例、富山県ゴル

フ練習場管理条例又は富山県営駐車場管理条例（以下「旧富山県水道用水供給条例等」と

いう。）の規定により公営企業管理者がした指定、承認その他の行為で現にその効力を有

するもの又はこの条例の施行前に旧富山県水道用水供給条例等の規定により公営企業管

理者に対してなされた申込みその他の行為については、同項の規定による改正後の富山県

水道用水供給条例、富山県ゴルフ練習場管理条例又は富山県営駐車場管理条例の相当規定

により知事がした指定、承認その他の行為又は知事に対してなされた申込みその他の行為

とみなす。 

別表（第７条関係） 

（平４条例19・全改、平６条例20・平14条例21・平22条例32・平23条例31・平27

条例58・一部改正） 

駐車場の名

称 

種別 単位 金額 

富山県営富

山中央駐車

場 

普

通

料

金 

基本料金 入庫した時から1時間までにつ

き1台 

300円 

加算

料金 

昼間（7時から22時ま

で） 

入庫した時から1時間を超える

時間30分までごとにつき1台 

100円 

夜間（22時から翌日7時

まで） 

入庫した時から1時間を超える

時間1時間までごとにつき1台 

100円 

回数券料金 基本料金券11枚つづり 3,000円 

定期駐車 全日（24時間） 1月につき1台 18,000円 
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券料金 夜間（19時から翌日8時

まで） 

  10,000円 

 


